
第８７号議案 

   区域外の公の施設の設置について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の３の規定により、令和７

年７月１０日入間郡三芳町から別紙のとおり、区域外の公の施設の設置について

協議がなされたので、これについて異議のない旨回答するものとする。 

  令和７年９月１日提出 

 

                 ふじみ野市長 高 畑   博 

 

提案理由 

  入間郡三芳町の公の施設（入間郡三芳町道幹線８号線の一部）を本市の区域

内に設置することについて協議したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２４４条の３第３項及び第９６条第１項第１５号の規定により、この

案を提出するものである。 
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